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令和８年度朝倉市佐田川地区外堤防等周辺美化委託

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
筑後川河川事務所長
塚　原　　隆　夫
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

令和　８年　４月　９日

朝倉市長

¥２６，７０８，７０４－

¥０－

別紙のとおり



随意契約理由書 

 

１．業務名 　   　　：令和８年度朝倉市佐田川地区外堤防等周辺美化委託 

２．履行場所        ：福岡県朝倉市三奈木（佐田川 左右岸 2k600(金丸橋)～10k200） 

　　　　　　　　　　　福岡県朝倉市杷木志波地区（筑後川 右岸 55k000～56k000） 

　　　　　　　　　　  福岡県朝倉市杷木林田地区（筑後川 右岸 60k800付近） 

３．随意契約の相手方：名称　朝倉市長 

　　　　              住所  福岡県朝倉市菩提寺412番地2 

　　　　　　　　　　　電話  0946-22-1111 

４．随意契約適用法令：会計法第２９条の３第４項並びに 

                      予算決算及び会計令第１０２条の４第３号 

５．当該業務の目的・内容及び随意契約に付する理由 

　１）当該業務の目的 

　本委託は、河川堤防の安全性確保と環境保全のため、堤防の除草及び周辺美

化を行い、災害の防止及び適正な河川空間を創出することを目的とする。 

 

　２）当該業務の内容 

　本委託は、河川堤防及びその周辺において、安全性の確保と環境保全のため

に除草及び簡易な清掃作業を行うものであり、地域の自主的活動の啓発、河川

愛護の啓発の推進に努めるものである。 

 

　３）随意契約に付する理由 

　筑後川の本作業区間の多くは、昔から沿川住民の生活と本河川とが密接に、

深く関わり合ってきた地域であり、現在でも住民の河川への関心は高く、日頃

より定期的に河川清掃を実施するなど、河川愛護、美化思想の普及した、洪水

等に対する防災意識も高い地域である。引き続き堤防除草を中心とした清掃等

の河川管理の一部作業を委託することで、実作業を行う沿川流域住民の河川に

対する関心や洪水等に対する防災意識、それに河川愛護、美化思想の維持を図

り、地域と一体となった河川管理の実現に寄与するものである。 

　契約内容については、事前に相手方と協議し同意を得ているところであり、

河川法第９９条の規程を根拠法令とし、本業務を朝倉市に委託するものである。 

　契約にあたっては、契約の相手方が一に定められ、競争性のない随意契約に

よらざるを得ないことから、会計法第２９条の３第４項、並びに予算決算及び

会計令第１０２条の４第３号の規定に基づき、随意契約を締結するものである。 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（随意契約理由書作成者） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理課長 


